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村上市長　高橋　邦芳　　 
 
 

「第２次村上市環境基本計画中間見直し」について（諮問） 
 
 
第２次村上市環境基本計画については、村上市環境基本条例に基づき令和３

年度３月に策定され、計画期間は令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間と

なっております。 
これまで市では、計画に基づき環境施策を積極的に推進してまいりましたが、

経済社会情勢の変化や新たな環境問題の解決に柔軟に対応するため、計画期間

の中間にあたる今年度、村上市環境基本計画の中間見直しを行うこととしまし

た。 
ついては、村上市環境基本計画中間見直しについて、村上市環境基本条例第９

条第３項及び第５項の規定により、貴審議会に諮問いたします。


